
事務事業分析シート（平成２4年度）
No1

○ （○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業

○ ●

○ 有● 無

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ● 区独自基準 ● 計画 ○ 非計画

（ ） （直営の場合 ● 常勤 ○ 非常勤 ○ 臨時職員 ）

経過

終期設定

1直営

12

区と区民及び警察署等関係機関が地域における犯罪、事故等の防止に一体になって取り組むことにより、安全
で安心して暮らせる地域社会の実現を図る。

協議会委員及び部会委員

本協議会は、地域防犯に関する施策の検討や情報交換を行うために設置された組織で、区、警察、消防、地域
団体等で構成される任意団体である。
委員構成は委員長の区長を含め区職員6名、警察消防関係5名、防犯協会3名、消防団2名、小中学校代表2名、
地域団体10名の合計28名である。運営などについては、要綱で定めている。
本協議会の全体的な会合は、防犯にかかわる全体的な問題について討議するとともに情報交換等を行い、連携
の強化を図るように努めていく。
また、具体的に問題を検討する組織として部会を設け、各委員が所属する組織の担当者が定期的に会合を持
ち、課題への取組み等を行っていく。

・平成15年12月１日～荒川区安全・安心まちづくり協議会設置　（要綱の施行日）
・平成15年12月3日～第１回協議会実施
・平成16年4月～防犯部会発足

目的

対象者
等

内容

（単位：千円）

実
績
の
推
移

12

予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

0
862

1111 1212
18年度

防犯部会 12
事項名 22年度 23年度 24年度19年度 20年度 21年度

24年度23年度

33

33
33

33

1,468

50
14

832

1,468
20

622

1,174

151
11

872

1,174
10

858

154
11

847

858
1010

858

858
10

860

荒川区生活安全条例（H13.12.10制定、
H22.10.15改正） 荒川区安全･安心まちづくり協
議会設置要綱（H15.12.1制定、H18.3.31改正）

根拠
法令等

15

行政評価
事業体系

安全安心都市[Ⅵ]

防災・防犯のまちづくり[11]政策

施策

開始年度 年度平成昭和

年度

一般財源
その他（特定財源）

事務事業名

犯罪のないまちづくりの推進[11-04]

実施基準

分野

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（24年度）

安全・安心まちづくり協議会（０４－０１－１５－０１）

事務事業の種類

課長名

862

都（特定財源）

地域防犯は、警察や行政、地域団体等が連携することにより、相乗的な効果が見込まれる。必要性

実施
方法

18年度

国（特定財源）
860

①決算額（24年度は見込み）
予算額

862

156

【事務分担量】（％） 10
合計（①＋②＋③）

②人件費等
③減価償却費

区民生活部生活安全課
内線 494三村

◇協議会　地域全体で取り組むべきテーマが発生したときに開催。
◇部会
防犯部会　月1回開催（第４木曜）（出席者：区生活安全課、各警察署生活安全課）

担当者名
安全・安心まちづくり協議会

新規事業 24年度 23年度

計画区分

田中部課名

6
854

199124
11

847

22年度21年度20年度19年度

291

03-07-01



事務事業分析シート（平成２4年度）
No2

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（
指
標
分
析
）

（ 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（
要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

未実施実施

各委員が関係機関の長クラスであり、組織の規模が大きいことから頻繁な開催が難しいため、具体的な問題を検
討する組織である部会を随時開催し、連携の強化を図る。

各関係機関の防犯担当者等と区担当者との実務的な会議
を数多く実施していく。

関係機関との情報交換を行い、刻々と変化する地域の
犯罪状況を把握し、防犯対策等について検討するなど
連携を強化していく。

平成25年度以降に取り組む具体的な改善内容平成24年度に取り組む具体的な改善内容

予
算
・
決
算
の
内
訳

金額（千円）

平成23年度（決算）
節・細節

需用費
役務費
使用料

食糧費 11 14

金額（千円）主な事項
平成24年度（予算）
主な事項 金額（千円）

平成22年度（決算）
主な事項

事務事業の分類

食糧費 16
消耗品

食糧費
17

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名

防犯部会開催数 12 毎月開催12 11 12 12

継続

24年度設定

警察と区の重要な情報交換の場であり、継続していく。

問題点・課題の改善策

22

指標に関する説明
指標の推移

目標値
(25年度)

継続

分類についての説明・意見等
25年度設定

21年度 22年度 23年度 24年度
(見込み)

03-07-01



事務事業分析シート（平成24年度）
No1

○ （○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
○ ●
○ 有● 無
○ 法令基準内 ○ 都基準内 ● 区独自基準 ● 計画 ○ 非計画

（ ） （直営の場合 ● 常勤 ○ 非常勤 ○ 臨時職員 ）

22年度21年度20年度19年度

72
3,781

5001,370
10

3,517

暗がり調査を防犯パトロールの実施に併せて行い、地域の暗がりの実態を把握し、防犯パトロール活動に活か
していく。
書類審査の結果、補助対象となった区民に対し、経費の一部を補助する。

担当者名
暗がり対策事業

新規事業 24年度 23年度

計画区分

田中部課名 区民生活部生活安全課
内線 ４９４三村

①決算額（24年度は見込み）
予算額

2,642

5,000

【事務分担量】（％） 30
合計（①＋②＋③）

②人件費等
③減価償却費

都（特定財源）

暗がりがなくなることで、暗がりを利用した犯罪を未然に防ぐことができ、単に夜間の歩行者だけでなく、学
童クラブや塾帰りの子どもたちの安全確保などにもつながる。

必要性

実施
方法

18年度

国（特定財源）
3,853

2,642一般財源
その他（特定財源）

事務事業名

犯罪のないまちづくりの推進[11-04]

実施基準
分野

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（24年度）

暗がり対策（０４－０１－１８－０１）

事務事業の種類

課長名

年度平成昭和
年度

荒川区暗がり対策補助金交付要綱(H17.8.12制
定、H18.4.1改正）

根拠
法令等

17

行政評価
事業体系

安全安心都市[Ⅵ]
防災・防犯のまちづくり[11]政策

施策

開始年度

80

3,527

3,527
70

3,853 3,535

450
18

3,517

3,535
70

4,069

375
0

3,052

4,069
35

3,492

210
9

2,239

3,492
40

140

140
140

140

24年度23年度

1,244

22年度 23年度 24年度19年度 20年度 21年度18年度
実施町会 21町会

事項名
15町会 12町会 15町会 6町会

（単位：千円）

実
績
の
推
移

4町会

予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

56
2,586

暗がり箇所は、通行人や近隣住民などから見えにくいことから、ひったくり、車上狙い、自転車盗難、連れ込
み犯罪等各種犯罪が発生しやすい状況となっている。そこで、町会を主体とした暗がり調査を実施し、公共施
設の照明設備に加えて、個人が行う照明設備の改善と補助を行うことを通して、暗がりとなる場所を解消して
いく。

区民、町会防犯部長、防犯ボランティア団体

１　区民が区の防犯啓発指導員等の指導を受けながら自分たちの街（町会単位）を歩き、暗がりとなる場所
（十分な明るさのない道路、照明のない駐車場等）で改善が必要な場所を調査する。
２　上記の「暗がり調査」の結果に基づき、行政で対応可能なもの（区の街路灯）について改善を行うととも
に、個人の住居や駐車場等について、照明設備等の改善が必要であると認められるものについて区が補助を行
う。
※上記のステップを通して、地域住民が自分たちの目で見て、真に必要な場所の改善を行い、「自分たちの街
は自分たちの手で守る」という意識を醸成させる。

当初、16年度に町屋江川町会で暗がり診断を実施し、その後、17年度は16町会、18年度は21町会、19年度は15
町会、20年度は12町会、21年度は15町会、22年度6町会、23年度4町会実施した。（計90町会）

目的

対象者
等

内容

1直営

10町会

経過

終期設定

1,017

03-07-02



事務事業分析シート（平成24年度）
No2

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（
指
標
分
析
）

（ 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（
要
旨
）

指標に関する説明
指標の推移

目標値
(25年度)

休止・完了

分類についての説明・意見等
25年度設定

21年度 22年度 23年度 24年度
(見込み)

継続

24年度設定

区内全町会の調査が終わり次第、完了予定。事業終了後は、照明設備等の
補助を空き巣対策事業で対応する。

問題点・課題の改善策

7 15

区内120町会のうち、団地20町
会を除く

80 86 90 100

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名

調査実施率(実施数／町会数) －

平成22年度（決算）
主な事項

事務事業の分類

暗がり改善費 140暗がり改善費

平成24年度（予算）
主な事項 金額（千円）金額（千円）主な事項

0 9

節・細節

その他の
補助及び
交付金

暗がり改善費

予
算
・
決
算
の
内
訳

金額（千円）

平成23年度（決算）

補助率等の見直し
対象町会の調査が終了次第、事業を終了する。事業終
了後は、照明設備等の補助を空き巣対策事業で対応で
きるよう内容の充実を検討する。

平成25年度以降に取り組む具体的な改善内容平成24年度に取り組む具体的な改善内容

他
区
の
実

施
状
況 千代田区、中央区、目黒区、大田区、杉並区、葛飾区、江戸川区（防犯灯への助成）

未実施実施

・本事業のうち照明設備の架設補助事業については、照明設備を設置する際の一部補助というものであり、実際
には施工費の過半数の支出と、以後の維持費はすべて設置に合意した区民に負担して貰っていることから消極的
な意見もあり、補助金額等の見直しを検討する必要がある。

03-07-02



事務事業分析シート（平成24年度）
No1

○ （○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
○ ●
○ 有● 無
○ 法令基準内 ○ 都基準内 ● 区独自基準 ● 計画 ○ 非計画

（ ） （直営の場合 ● 常勤 ○ 非常勤 ○ 臨時職員 ）

581

22年度21年度20年度19年度

363
2,135

2,4782,462
114

2,362

希望する団体は、生活安全課へ申請し、審査の結果、対象となった団体へ配布する。
１７年度後半からは、教育委員会、児童青少年課等でも購入している。

担当者名
防犯パトロール支援

新規事業 24年度 23年度

計画区分

田中部課名 区民生活部生活安全課
内線 494三村

①決算額（24年度は見込み）
予算額

3,871

2,585

【事務分担量】（％） 25
合計（①＋②＋③）

②人件費等
③減価償却費

都（特定財源）

住民の防犯感覚の錬磨と防犯意識の啓発は重要であり、区役所がこれらを先導することは重要である。必要性

実施
方法

18年度

国（特定財源）
2,498

3,871一般財源
その他（特定財源）

事務事業名

犯罪のないまちづくりの推進[11-04]

実施基準
分野

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（24年度）

防犯パトロール支援事業（０４－０１－１７－０１）

事務事業の種類

課長名

年度平成昭和
年度

防犯パトロール用ユニフォームの配付基準(Ｈ
16.4.11制定、Ｈ23.4.6改正）

根拠
法令等

15

行政評価
事業体系

安全安心都市[Ⅵ]
防災・防犯のまちづくり[11]政策

施策

開始年度

25

2,476

2,476
35

2,498 3,064

1,469
702

2,362

3,064
35

5,296

2,712
2,971
1,744

5,296
20

6,586

2,549
1,945
3,086

6,586
50

1,555

827

827
827

827

24年度23年度

22年度 23年度 24年度19年度 20年度 21年度18年度
防犯ベスト配布枚数 96

事項名
50

120
130

1
1,190

16 15
97

防犯ブルゾン
970 104

（単位：千円）

実
績
の
推
移

予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

1,716
2,155

防犯プレート配布枚数

《防犯ベスト等配布実績》
◇ベスト：１５年度から２３年度までの配布着数、累計３，１８７着（平成２４年３月末現在）
◇ブルゾン：２２年度５９５着（１１９町会×５着）（平成２４年３月現在）
＊ベスト：１６年２月に１町会あたり４着配布（１１７×４=４６８着）。その後、各町会などからの要望に
より配布基準を改めて追加配布。（※区内の町会が１９年度は１１８町会。２０年度は１１９町会）
【配布先】町会のほか東尾久地区パトロール隊、三河島母の会、区内３警察署、各区民事務所、小PTA
（５）、中PTA（４)、商店街組合、ビル防犯協会など
《防犯プレート実績》１５年度から２１年度までの配布枚数、累計４，６１１枚（平成２４年３月末現在）
【配布先】庁有車、庁有自転車、幼小中PTA、南千住パト隊、東尾久パト隊、西尾久サービスセンター、東京
ガス、郵便局、青少年対策荒川地区、希望の家、町会など

◇１５年度から地域住民が自ら行う防犯活動の機運が高まるように促すため、町会や地域のボランティアが実
施する防犯パトロール活動に対し、防犯ベスト（ユニフォーム）を支給する。
◇防犯ベストはオールシーズン着用可能なもの（蛍光緑色）で、「荒川区」、「防犯パトロール」の文字入り
で、蛍光テープで光が反射するように工夫されている。２２年度は防寒性も備えた防犯ブルゾンを５着配付し
たが、各町会より追加配付の要望が多数寄せられ、５着追加配付した。
◇１６年度からは誘導棒等の防犯パトロール用品及び防犯プレート用のラミネートフィルム等を購入してい
る。

目的

対象者
等

内容

経過

終期設定

1直営

町会や地域のボランティア等、地域住民が自ら行う防犯活動に対し、防犯ブルゾン等の防犯活動用品を支給す
ることにより、防犯活動の機運の高まりを促す。

防犯パトロール活動参加者

03-07-03



事務事業分析シート（平成24年度）
No2

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（
指
標
分
析
）

（ 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（
要
旨
）

指標に関する説明
指標の推移

目標値
(25年度)

推進

分類についての説明・意見等
25年度設定

21年度 22年度 23年度 24年度
(見込み)

推進

24年度設定

防犯プレート配布枚数

地域住民が行う防犯活動を支援するため、重要である。

問題点・課題の改善策

22

－

－

防犯ブルゾン

15 55 78 －

97 1

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名

防犯ベスト配布枚数 －

0 －

1,190 595 300

防犯ﾍﾞｽﾄ

62

2,693 105
11

その他防犯用品 41
防犯プレート

平成22年度（決算）
主な事項

事務事業の分類

防犯ブルゾン 671
防犯ﾍﾞｽﾄ

防犯ブルゾン

平成24年度（予算）
主な事項 金額（千円）金額（千円）主な事項

節・細節

216

その他防犯用品 381
防犯用のぼり旗 206

1,213
147

需用費 消耗品
防犯ブルゾン

備品

・１７年６月から警視庁が負担する防犯ボランティア保険の加入が可能になったので、各警察署に依頼して保険
に加入したことにより、パトロール中の事故に対応出来ることとなった。
・防犯ベスト・防犯ブルゾンについては、消耗品であり、劣化・汚損で使用不能になるおそれが高いため、常
時、補充調整する必要がある。

防犯ベスト・防犯ブルゾンの配付については、劣化・破損が生
じた場合に再度配付する必要があり、地域住民による防犯活動
が継続して行えるよう、町会のニーズにあった配布を行う。

今後も引き続き防犯活動用品を充実していく。

平成25年度以降に取り組む具体的な改善内容平成24年度に取り組む具体的な改善内容

金額（千円）

平成23年度（決算）

他
区
の
実

施
状
況

未実施実施

予
算
・
決
算
の
内
訳

03-07-03



事務事業分析シート（平成24年度）
No1

○ （○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
○ ●
○ 有● 無
○ 法令基準内 ○ 都基準内 ● 区独自基準 ● 計画 ○ 非計画

（ ） （直営の場合 ● 常勤 ○ 非常勤 ○ 臨時職員 ）

872

22年度21年度20年度

1,078

516
231
847

19年度

271
854

531525
531
847

区内の各警察署、防犯協会などと協力し、街頭活動などを通して区民への啓発活動を行う。

担当者名
自転車盗難対策

新規事業 24年度 23年度

計画区分

田中部課名 区民生活部生活安全課
内線 ４９４三村

①決算額（24年度は見込み）
予算額

1,078

575

【事務分担量】（％） 10
合計（①＋②＋③）

②人件費等
③減価償却費

都（特定財源）

当区は、自転車盗の件数が刑法犯認知件数全体に占める割合が高く、区が目標として掲げる「犯罪のないまち
づくり」を目指すためにも、これをいかに減少させるかに掛っている。

必要性

実施
方法

18年度

国（特定財源）
1,125

一般財源
その他（特定財源）

事務事業名

犯罪のないまちづくりの推進[11-04]

実施基準
分野

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（24年度）

自転車盗難対策（０４－０１－１９－０１）

事務事業の種類

課長名

年度平成昭和
年度

根拠
法令等

16

行政評価
事業体系

安全安心都市[Ⅵ]
防災・防犯のまちづくり[11]政策

施策

開始年度

10

1,378

1,378
10

1,125

1,078
10

4,418

2,206
930

2,616

4,418
30

5,506

2,071
1,736
2,526

5,506
40

1,244

2,071

2,071
2,071

2,071

24年度23年度

22年度 23年度 24年度19年度 20年度 21年度18年度
自転車盗難防止月間の開催回数

事項名
3回 3回 3回 3回

（単位：千円）

実
績
の
推
移

3回

予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

216
862

自転車盗難件数は、区内の刑法犯認知件数全体の約３割弱を占めている。自転車盗難は犯罪の入口とも言わ
れ、区内の３警察署も自転車盗難対策の強化を打ち出しており、区としても犯罪件数の削減と地域のモラル向
上の観点から重点的に取り組み、犯罪件数の抑制とより安全でルールの守られたまちづくりを目指す。

区民全般

○啓発活動
・区内３警察署と協力し、駅周辺や駐輪場、商店街等にワイヤーロックを配布。
・その他、チラシの配布、「ツーロックの励行」を呼びかけるなど街頭活動により、啓発活動を行う。

・16年度に緊急対策として12月を「自転車盗難防止月間」と定め、盗難防止を呼びかけるポスターの作成や自
転車盗難防止パレードを実施した。また、試行として、南千住のイトーヨーカドーの駐輪場に平成16年12月～
2月まで警報センサーを設置した。
・17年度は、6月・9月・12月を強化月間とした。（駅頭等で区内３警察署と協力し、ティッシュ、自転車の鍵
ストラップホルダー等を配付した。）※ストラップホルダー＠46×1万個＝46万円（税抜き）３警察署に3千個
ずつ配布した。
・18年度は、17年度と同様、6月・9月・12月を強化月間とし自転車盗難対策の横断幕を9枚作成し各警察署に
配布して掲示させたほか、3/21には南千住警察署と協力してリバーパークで盗難防止啓発活動を実施した。
・19年度は、盗難防止用懸垂幕、横断幕を作成し、町屋、日暮里駅などの各駅周辺に設置し啓発活動した。
・20年度は、8月・9月・3月を強化月間として、盗難防止用のぼり旗、ステッカー（荷札）を作成、各警察署
に配布し、町屋、日暮里、南千住駅などの各駅周辺にのぼり旗を設置するとともに街頭キャンペーンを実施
し、注意喚起のチラシ、ティッシュを配布するなど啓発活動に努めた。
・21年度は、前年度同様年3回キャンペーンを実施し、啓発活動をした。また、自転車盗難防止注意札を作成
し配布した。
・22年度は、ツーロック普及のため商店街のイベントや駐輪場でワイヤーロックを配布した。（9月～12月）
・23年度は、自転車盗難対策用のぼり旗を作成し、街頭キャンペーン等で設置し啓発活動に努めるとともに、
ツーロック普及のため区民事務所・ふれあい館や駐輪場でワイヤーロックを配布した。（9月～12月）

目的

対象者
等

内容

1直営

4回

経過

終期設定

03-07-04



事務事業分析シート（平成24年度）
No2

①

②

③

題

（
指
標
分

析
）

（ 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（
要
旨
）

3桁以下に抑えたい

3

のぼり旗
ワイヤーロック

指標に関する説明
指標の推移

目標値
(25年度)

50

21年度

継続

分類についての説明・意見等
25年度設定

事務事業の成果とする指標名

自転車盗難件数

22年度 23年度 24年度
(見込み)

1,155 975 956

3 4

継続

24年度設定

自転車盗防止月間の開催回数

犯罪認知件数の多くが自転車盗難であることから、引き続き実施してい
く。

問題点・課題の改善策

22

指
　
　
　
　
標

900

金額（千円）

平成22年度（決算）
主な事項

事務事業の分類

ワイヤーロック 1,200930

関連事務用品 24

54
1,659

節・細節

需用費 ワイヤーロック
主な事項予

算
・
決
算
の
内
訳

金額（千円）

平成23年度（決算）
主な事項 金額（千円）

関連事務用品

平成24年度（予算）

区民に対する一層の呼び掛け、ＰＲなどを実施し、更な
る防犯啓発活動の向上が必要。

引き続き防犯啓発活動を行うとともに、自転車盗難に
対する犯罪意識の薄さを解決する対策を検討し、犯罪
抑止努める。

平成25年度以降に取り組む具体的な改善内容平成24年度に取り組む具体的な改善内容

900以下

3 3

他
区
の
実

施
状
況

未実施実施

・自転車盗の発生件数の多さは、犯人の「自転車くらい」という犯罪意識の薄さが最大の原因ではあるが、一方
で被害者の無施錠が原因となる比率が比較的高く、このような被害者の防犯意識の薄さもまた一因になっている
傾向にある。
・区内３警察署ともこの問題については、画期的な解決策を見出せない状態である。
・放置自転車対策事業とも連携して、犯罪の減少を目指す。

03-07-04



事務事業分析シート（平成24年度）
No1

○ （○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
○ ●
○ 有● 無
○ 法令基準内 ○ 都基準内 ● 区独自基準 ● 計画 ○ 非計画

（ ） （直営の場合 ○ 常勤 ○ 非常勤 ○ 臨時職員 ）

1,162

22年度21年度20年度19年度

39,194
2,155

57,93239,917
50,980
2,118

◇16年度 1,680,000円（極真警備保障㈱区内）　◇17年度15,837,150円（ｻﾝｱﾒﾆﾃｨ㈱北区）
◇18年度30,329,250円（ｻﾝｱﾒﾆﾃｨ㈱区内）　　　◇19年度37,396,800円（長期継続契約(3年)ｻﾝｱﾒﾆﾃｨ㈱区内）
◇20年度47,625,100円（長契2年目）　　　　　◇21年度47,625,900円（長契約3年目）
◇22年度47,595,975円（長期継続契約(3年)ｻﾝｱﾒﾆﾃｨ㈱区内）◇23年度47,852,280円（長契2年目）

担当者名
安全・安心パトロール

新規事業 24年度 23年度

計画区分

田中部課名 区民生活部生活安全課
内線 ４９４三村

①決算額（24年度は見込み）
予算額

36,215

34,932

【事務分担量】（％） 25
合計（①＋②＋③）

②人件費等
③減価償却費

都（特定財源）

警察力以外のパトロールは犯罪抑止に効果的であり、区民の安全で平穏な生活維持に不可欠である。必要性

実施
方法

18年度

国（特定財源）
41,349

36,215一般財源
その他（特定財源）

事務事業名

犯罪のないまちづくりの推進[11-04]

実施基準
分野

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（24年度）

安全・安心パトロール（０４－０１－２０－０１）

事務事業の種類

課長名

年度平成昭和
年度

根拠
法令等

16

行政評価
事業体系

安全安心都市[Ⅵ]
防災・防犯のまちづくり[11]政策

施策

開始年度

25

53,098

53,098
25

41,349 54,148

56,598
52,030
2,118

54,148
25

54,623

52,067
49,973
3,488

54,623
40

56,486

52,379
50,687
3,933

56,486
60

1,866

51,142

51,142
51,142

51,142

24年度23年度

22年度 23年度 24年度19年度 20年度 21年度18年度
パトロールカー配置台数

事項名
2

9or16時間
3 3

9or16時間
3

16時間9or16時間

（単位：千円）

実
績
の
推
移

4
16時間

予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

34,060
2,155

実施時間

犯罪発生の危険性が高い繁華街、公園、駐車場、駐輪場のほか、犯罪が多く発生している場所（ひったくり
等）等を青色回転灯を装備した防犯パトロールカー３台で巡回し、犯罪抑止と迷惑行為の防止を図る。
また、児童の下校時や学童クラブからの帰宅時、その他、塾などで子どもが屋外にいる時間帯は通学路付近を
重点としたパトロールを強化している。

区民、事業所等

警備業務
①巡回場所　公園、児童遊園、防災広場、駅周辺の繁華街、駐輪場、駐車場のほか、犯罪が多発している場
所、地域から要請がある場所等
②業務内容　委託業者の警備員６名３台体制で以下の業務
ア、犯罪発見時及び不審者発見時における警察への通報
イ、要救護者発見時の初期対応・関係機関への通報
ウ、公園等で迷惑行為を行っている者への注意
エ、夜間、特に暗がりとなる場所の調査
オ、火災発生時の被災住民への毛布搬送等
③振り込め詐欺などに対する迅速な広報活動（車載拡声器使用）＝道路使用許可済

・16年7月から、車両に青色回転灯を整備し、1台で運用開始。午後9時から午前5時までの巡回。
・17年4月から、2台体制(1台は「ミニパト」タイプ)で実施。また、警戒待機業務と併せて委託し、災害発生
時には、区職員や防災センターの警戒待機員からの指示を受け、パトロールカーが現場に直行する体制を組む
などして、災害時の初動体制強化を図っている。
・17年12月から、学校のある日に限り午後1時から巡回。
・18年4月から、3台体制に増車、夜間は、区内3署に１台ずつ専門で警戒する体制。
・20年4月から、午後1時から翌日午前5時まで、365日巡回。
・23年12月㈳東京都警備業協会から荒川防犯協会へ寄贈された青パト1台を共同使用。（4台体制）運用は従来
通り3台、1台は緊急事案等の対応

目的

対象者
等

内容

3委託

4
16時間

経過

終期設定

03-07-05



事務事業分析シート（平成24年度）
No2

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（
指
標
分
析
）

（ 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（
要
旨
）

指標に関する説明
指標の推移

目標値
(25年度)

重点的に推進

分類についての説明・意見等
25年度設定

21年度 22年度 23年度 24年度
(見込み)

重点的に推進

24年度設定

犯罪抑止や迷惑行為防止を図るため優先度が高い。

問題点・課題の改善策

20 2

パトロールコースの検討

22年度より青パト共同使用3 4 4 4

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名

パトロールカー配置台数 4

備品・公課
委託料

手数料

修繕費

89

562
133

47,627

1,090
消耗品 10
安全・安心パトロール業務 47,784

平成22年度（決算）
主な事項

事務事業の分類

44
16

ガソリン代 2,163
修繕費

ガソリン代

平成24年度（予算）
主な事項 金額（千円）金額（千円）主な事項

1,562

手数料 18
安全・安心パトロール業務 47,853
消耗品 209

1,795
806

重量税

節・細節

安全・安心パトロール業務

車載用ＡＥＤ

光熱水費

需用費

ガソリン代

修繕費
消耗品

予
算
・
決
算
の
内
訳

金額（千円）

平成23年度（決算）

犯罪の発生は、常に時間、場所、状況に変化があるこ
とから、最新の荒川区内の犯罪発生状況を分析し、パ
トロールコースを検討することにより、犯罪を抑止し
ていく

重量税

35
自賠責保険料

パトロールカーの調達方法や電気自動車の導入の検討
出費を抑え、さらに環境に配慮するよう運行管理をし
ていく

平成25年度以降に取り組む具体的な改善内容平成24年度に取り組む具体的な改善内容

他
区
の
実

施
状
況 中央区、渋谷区

未実施実施

・パトロールカーは通常の用途で車両を運用する事業と違い、警戒のため低速で長時間動いていることから車両
への負担が大きく、通常に使用する場合よりも車両の劣化が早く、かつ連日約100キロを走行するため年間概算
で36000キロもの距離を走行することから、新車を使用した場合でも初回車検（３年目）の時点で既に約11万キ
ロの走行距離となる。
・22年12月に青パトを荒川防犯協会と共同使用することになり、4台体制となった。しかし従来通り三署管内を3
台の運行によりパトロール行う。1台は、緊急事案対応として活用する。よって、買い換えを行う場合は交代で
運用するため車検を通して4年間使用し買い換えを行う。（走行距離約13万キロ）今後、リースへの切り換えや
電気自動車の導入を検討する必要がある。

03-07-05



事務事業分析シート（平成24年度）
No1

○ （○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
○ ●
○ 有● 無
○ 法令基準内 ○ 都基準内 ● 区独自基準 ● 計画 ○ 非計画

（ ） （直営の場合 ● 常勤 ○ 非常勤 ○ 臨時職員 ）

経過

終期設定

1直営

区民が身近な犯罪から身も守るためには、一人ひとりが地域防犯について考え、行動に移すことが重要であ
る。そこで、防犯対策についてのセミナーや地域の集会に出向いての防犯講座を行い、区民の防犯意識の高揚
に努める。

区民全般

（１）セミナー開催　多様化する犯罪の手口、新種の詐欺等の現状についての情報提供を行うとともに、これ
らから身を守るための具体的な方法などについて、防犯対策のセミナーを行う。講師は警視庁指導官、防犯対
策の専門家等を課題に応じて招く。
（２）アドバイザー派遣　町会や団体が行う防犯に関する集会や勉強会などに、区の防犯啓発指導員、警察署
防犯担当者等を派遣して防犯指導を行う。

防犯アドバイザーについては、当初、警察官ＯＢに依頼して実施する予定であったが、平成１６年度から防犯
啓発指導員が配置されたため同指導員が集会等に出向き、講義等を行っている。これまで、町会、小中学校Ｐ
ＴＡ、学童クラブ、ひろば館、高齢者団体等への派遣実績がある。 ２２年度は、尾久ひろば館、荒川三丁目
ひろば館で行った。
○防犯寄席 ・１６年１２月３日、荒川六丁目ひろば館で第１回目を実施後、毎年、開催している。２２年度
は、７回実施予定。　※落語の前に、区の防犯対策や警察から犯罪発生状況等を交えた情報を提供するなど、
防犯対策を行う。
○アドバイザー派遣 ・１６年度から実施。２０年度は４２回実施し、高齢者ひろば館、学童クラブ等におい
て、振り込め詐欺、ひったくり、自転車盗難防止などの啓発活動を行い、延べ３４３名の参加者があった。
○防犯リーダー養成講座 ・17年度までは荒川区全体の町会から参加者を募って開催したが、内容が全般的な
ものになったことと、夜間開講であるため遠距離町会からの参加者の負担が大きいこと、更には各地域に則し
た内容とすべきであることから、18年度より各警察署防犯協会単位とした。

目的

対象者
等

内容

（単位：千円）

実
績
の
推
移 495343

5
860

予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

100
862

防犯寄席参加者数
アドバイザー派遣回数

590
63 42

1,030

アドバイザー派遣講義参加者数 2,011
93

3,252

7
1,300

69

4 2
480
40

4
570
36

569

18年度
防犯寄席開催 5

1,239

事項名 22年度 23年度 24年度19年度 20年度 21年度

24年度23年度

302

302
302

302

3,792

318
309

2,239

3,792
40

1,244

9,498

571
198

6,976

9,498
80

2,290

754
222

2,068

2,290
6060

2,709

2,709
60

2,558

荒川区補助金交付規則
荒川区防犯協会補助金交付要綱

根拠
法令等

17

行政評価
事業体系

安全安心都市[Ⅵ]
防災・防犯のまちづくり[11]政策

施策

開始年度 年度平成昭和
年度

一般財源
その他（特定財源）

事務事業名

犯罪のないまちづくりの推進[11-04]

実施基準
分野

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（24年度）

防犯啓発事業（０４－０１－２１－０１）

事務事業の種類

課長名

都（特定財源）

犯罪の手口は常に変化し複雑化するものである。そのため、できるだけ最新の情報を提供する必要がある。必要性

実施
方法

18年度

国（特定財源）
2,558

①決算額（24年度は見込み）
予算額

962

719

【事務分担量】（％） 10
合計（①＋②＋③）

②人件費等
③減価償却費

区民生活部生活安全課
内線 494三村

平成１６年度までは、「防犯セミナー」と本事業の２つを実施していたが、両方とも性質が類似の事業であ
り、１７年度から事業を統合して実施している。

担当者名
防犯啓発

新規事業 24年度 23年度

計画区分

田中部課名

485
2,073

1,6671,110
641

2,068

22年度21年度20年度19年度

2,324

03-07-06



事務事業分析シート（平成24年度）
No2

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（
指
標
分
析
）

（ 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（
要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

墨田区（地域防犯リーダー実践講座）、渋谷区（防犯リーダー実践塾）、葛飾区（安全・安心まちづくり推進
リーダー）

未実施実施

防犯セミナーに関して
・実際の防犯運動に役立てるため、実務面に重点を置いた講義内容にする。
・受講修了者に順次、暗がり診断を実施してもらい、暗がり対策事業の推進役になってもらう。

防犯セミナー等を通して、地域の犯罪発生の状況や防犯
対策等、最新情報の提供を行い、防犯啓発に努める。

防犯セミナー等を今後も継続して行い、区民一人ひと
りの防犯意識高揚に努め、地域防犯力を向上を目指
す。

平成25年度以降に取り組む具体的な改善内容平成24年度に取り組む具体的な改善内容

予
算
・
決
算
の
内
訳

金額（千円）

平成23年度（決算）
節・細節

報償費

　

防犯寄席講師謝礼
消耗品費

178 278
32

金額（千円）主な事項
平成24年度（予算）
主な事項 金額（千円）

平成22年度（決算）
主な事項

事務事業の分類

防犯講師謝礼 278
消耗品費

防犯講師謝礼
24消耗品費20

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名

防犯寄席開催回数 5

93 60

年間5回を目処とする。

60 年間60回を目処とする。

5 7 5 5

40 69

推進

24年度設定

アドバイザー派遣回数

地域住民の防犯意識の向上は、重要である。

問題点・課題の改善策

11 11

指標に関する説明
指標の推移

目標値
(25年度)

推進

分類についての説明・意見等
25年度設定

21年度 22年度 23年度 24年度
(見込み)

03-07-06



事務事業分析シート（平成24年度）
No1

○ （○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
● ○
○ 有● 無
○ 法令基準内 ○ 都基準内 ● 区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （直営の場合 ● 常勤 ○ 非常勤 ○ 臨時職員 ）

22年度21年度20年度19年度

897
427

897897
897
424

○補助金額〔平成22年度〕
・荒川防犯協会　　342千円＋900千円＝1,242千円
・南千住防犯協会 256千円＋900千円＝1,156千円
・尾久防犯協会　　299千円＋900千円＝1,199千円　         計3,597千円

担当者名
防犯協会助成

新規事業 24年度 23年度

計画区分

田中部課名 区民生活部生活安全課
内線 ４９４三村

①決算額（24年度は見込み）
予算額

1,328

897

【事務分担量】（％） 5
合計（①＋②＋③）

②人件費等
③減価償却費

都（特定財源）

地域の人々が行う防犯活動の活発化は地域防犯の推進にとって極めて重要であり、区としても一定の支援が必
要である。

必要性

実施
方法

18年度

国（特定財源）
1,324

1,328一般財源
その他（特定財源）

事務事業名

犯罪のないまちづくりの推進[11-04]

実施基準
分野

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（24年度）

防犯協会補助（０４－０１－１６－０１）

事務事業の種類

課長名

年度平成昭和
年度

荒川区補助金交付規則
荒川区防犯協会補助金交付要綱

根拠
法令等

46

行政評価
事業体系

安全安心都市[Ⅵ]
防災・防犯のまちづくり[11]政策

施策

開始年度

5

1,321

1,321
5

1,324 1,321

897
897
424

1,321
5

6,503

3,597
3,597
2,180

6,503
25

5,334

3,597
3,597
1,270

5,334
15

3,597

3,597
3,597

3,597

24年度23年度

467

22年度 23年度 24年度19年度 20年度 21年度18年度
荒川防犯協会 342

897

事項名
342
256
299
897

342 342
256
299 1,199

3,597

1,242
1,156
1,199
3,597

尾久防犯協会
256
299 299

256

合計

（単位：千円）

実
績
の
推
移 897897

1,242
1,156

予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

897
431

南千住防犯協会

防犯協会は、犯罪予防、防犯思想の普及宣伝、青少年の非行防止並びに補導、防犯功労者の表彰等の活動を通
して、明るく住みよい安全なまちづくり活動を行っている。
本事業は、防犯協会のこれらの活動に対し補助を行い、区民が安心できる社会づくりに寄与することを目的と
する。

荒川・・・志賀信忠会長 　会員数　約３万９千名　  南千住・・・佐藤邦彦会長 　会員数  約８千名
尾久・・・瀬口髙雄会長　 会員数　約３万名　　　　※事務局は各警察署の生活安全課

○防犯協会の活動内容
◇地域安全の日（毎月20日）、全国地域安全運動期間中における防犯座談会、防犯診断、防犯パトロールの実
施
◇青少年を非行から守る全国強調月間における少年野球、柔道及び剣道大会の開催
◇防犯各種連絡会、街頭巡回広報等の実施
◇防犯ニュース、防犯だより等の防犯広報誌の発行

○昭和46年度に各協会に対して補助を開始（補助単価10万円）。
○昭和50年度から補助単価を13万円、昭和54年度から15万円に増額。
○平成4年度に暴力団対策を強化するため、各協会の事業規模に応じて補助単価を、荒川40万円、南千住30万
円、尾久35万円とした。
○平成10年度の全庁的な補助金見直しの際に10％削減、平成12年度に5％削減した。
○平成22年度事務処理等の充実のため、90万円増額した。

目的

対象者
等

内容

1,199
3,597

1直営

1,242
1,156

経過

終期設定

726

03-07-07



事務事業分析シート（平成24年度）
No2

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（
指
標
分
析
）

（ 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（
要
旨
）

指標に関する説明
指標の推移

目標値
(25年度)

継続

分類についての説明・意見等
25年度設定

21年度 22年度 23年度 24年度
(見込み)

継続

24年度設定

地域防犯活動の推進を図るため、引き続き支援していく。

問題点・課題の改善策

22

防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ支援、安全安心まち
づくり協議会、防犯啓発事業、
暗がり対策事業、ひったくり対
策事業

5 6 5 5

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名

防犯協会との連携事業 5

南千住防犯協会256
299

1,156
尾久防犯協会 1,199

平成22年度（決算）
主な事項

事務事業の分類

荒川防犯協会 1,242
南千住防犯協会

荒川防犯協会

平成24年度（予算）
主な事項 金額（千円）金額（千円）主な事項

342

尾久防犯協会 1,199

1,242
1,156

節・細節

負担金補
助及び交
付金

荒川防犯協会
南千住防犯協会
尾久防犯協会

予
算
・
決
算
の
内
訳

金額（千円）

平成23年度（決算）

防犯協会と連携した防犯キャンペーン等を実施するとと
もに補助金の適正な執行を行う。

防犯協会と共同で実施する地域における防犯活動や事
業を検討するとともに補助金の適正な執行を行う。

平成25年度以降に取り組む具体的な改善内容平成24年度に取り組む具体的な改善内容

他
区
の
実

施
状
況 北区　59.1万円（×3団体）　足立区　60万円（×4団体）　豊島区　92.2万円（3団体）

未実施実施

防犯協会との交流はあるが、事業を共同で展開していく形までのレベルではないので、今後は、より連携を深
め、共同で事業を実施していく機会を探っていく。

03-07-07



事務事業分析シート（平成24年度）
No1

○ （○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
○ ●
○ 有● 無
● 法令基準内 ○ 都基準内 ○ 区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （直営の場合 ● 常勤 ○ 非常勤 ○ 臨時職員 ）

実
績
の
推
移

経過

終期設定

1直営

予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

1,053

　武力攻撃やテロ等が発生した場合においては、荒川区国民保護計画に基づき、区民の保護のための措置を的
確かつ迅速に実施し、併せて区民を安全かつ迅速に避難させるため、事態に適応した避難実施要領を策定し円
滑な対応ができる体制を整備する。

保護対象：区民（外国人を含む）、事業者
関係機関：自衛隊、消防機関、警察機関、国、都関係部局、交通事業関係、ライフライン関係

　荒川区国民保護計画に基づく避難実施要領の策定に着手しているところであるが、東京都の避難要領が未だ
示されない状況である。
　区の特性を踏まえたパターン別の避難実施要領を策定し、武力攻撃事態や緊急対処事態において、円滑な避
難等が実施できるよう整備していく。

・平成16年6月　国民保護法成立
・平成17年3月　国民の保護に関する基本指針が決定（都道府県国民保護モデル計画提示
・平成18年3月　東京都国民保護計画策定（区市町村国民保護モデル計画が示される。）
・平成19年3月　荒川区国民保護計画策定

目的

対象者
等

内容

4,069

22年度
4,069

（単位：千円）

事項名 23年度 24年度19年度 20年度 21年度18年度

24年度23年度

344

352
0

344

344
344

2,330

527
0

3,052

2,330
35

1,241

35
1,017 1,089

9,846

848
26

9,846

9,820

180200

9,820

9,820
180

10,978

武力攻撃事態等における国民の保護に関する法
律（国民保護法）　第３５条

根拠
法令等

18

行政評価
事業体系

安全安心都市[Ⅵ]
防災・防犯のまちづくり[11]政策

施策

開始年度 年度平成昭和
年度

一般財源
その他（特定財源）

事務事業名

犯罪のないまちづくりの推進[11-04]

実施基準
分野

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（24年度）

荒川区国民保護計画作成（０４－０１－２２－０１）

事務事業の種類

課長名

12,055

都（特定財源）

　荒川区独自で対応できる部分について、区の特性を踏まえたパターン別の避難実施要領を策定し、武力攻撃
事態や緊急対処事態等において、関係機関と連携し円滑な避難等が実施できるよう整備する必要がある。

必要性

実施
方法

18年度

国（特定財源）
10,978

①決算額（24年度は見込み）
予算額

12,055

3,238

【事務分担量】（％） 200
合計（①＋②＋③）

②人件費等 11,002
③減価償却費

区民生活部生活安全課
内線 ４９４三村

シンクタンク等に委託せず、荒川区地域防災計画との整合性を図りながら作成する。

担当者名
荒川区国民保護計画作成

新規事業 24年度 23年度

計画区分

田中部課名

0
10,978

829525
0

9,820

22年度21年度20年度19年度

03-07-08



事務事業分析シート（平成24年度）
No2

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（
指
標
分
析
）

（ 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（
要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

・多くの区で、都避難実施要領が示されたのちを目途としているが、すでにシンクタンク等に委託し独自に作成
している区もある。それぞれの区により、内容にばらつきがある。

未実施実施

・区民にわかりやすく、具体的な計画としていく。
・例示するパターンは現実的なものとし、より実効性があるものとする。
・東京都避難実施要領が示された場合には、整合性に配慮した計画とする。

0

予
算
・
決
算
の
内
訳

金額（千円）

平成23年度（決算）
節・細節

報償
需用費
使用料

協議会,幹事会計0回
協議会,幹事会計0回
協議会,幹事会計0回 0

0
0

金額（千円）金額（千円）主な事項

12
協議会,幹事会計0回 8

平成22年度（決算）
主な事項

事務事業の分類

協議会,幹事会計0回 324

平成24年度（予算）
主な事項

協議会,幹事会計0回
0

協議会,幹事会計1回

宿直手当

協議会,幹事会計1回

協議会,幹事会計1回
0

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名

重点的に推進

24年度設定

有事の際のマニュアルであり、優先度が高い。

問題点・課題の改善策

9 13

重点的に推進

分類についての説明・意見等
25年度設定

21年度 22年度 23年度 24年度
(見込み)

図上訓練の結果を踏まえて、各担当部署の任務および
関係機関との連携要領の確認・改善を行う

平成25年度以降に取り組む具体的な改善内容

指標に関する説明
指標の推移

目標値
(25年度)

区国民保護計画及び避難実施要領に基づいた図上訓練の
実施

平成24年度に取り組む具体的な改善内容

03-07-08



事務事業分析シート（平成24年度）
No1

○ （○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
○ ●
○ 有● 無
○ 法令基準内 ○ 都基準内 ● 区独自基準 ● 計画 ○ 非計画

( ） （直営の場合 ● 常勤 ● 非常勤 ○ 臨時職員 ）

22年度21年度20年度19年度

11,656
1,281

14,98016,118
10,835
1,271

・町屋・荒木田・峡田ステーションについては、区が東京都から土地を賃借。勤務員は、警視庁の非常勤務職
員（荒川警察署地域安全サポーター）が、ステーションを拠点として地域安全活動のために従事する。
・日暮里ステーションについては、土地、建物のほか、勤務員も元荒川警察署職員を区の非常勤務職員として
採用し、全て区独自で運用。
・ステーションは区民の防犯活動のために貸し出すことができる。

担当者名
荒川区安全・安心ステーション

新規事業 24年度 23年度

計画区分

田中部課名 区民生活部生活安全課
内線 494三村

①決算額（24年度は見込み）
予算額

0
【事務分担量】（％）
合計（①＋②＋③）

②人件費等
③減価償却費

都（特定財源）

官・民一体となった地域安全施設であり、他自治体に先駆けた安全・安心事業として必要である。必要性

実施
方法

18年度

国（特定財源）
12,937

0一般財源
その他（特定財源）

事務事業名

犯罪のないまちづくりの推進[11-04]

実施基準
分野

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（24年度）

荒川区安全・安心ステーション（０４-０１-１４-０１）

事務事業の種類

課長名

年度平成昭和
年度

荒川区安全・安心ステーション運営要綱
荒川区安全・安心ステーション使用要領

根拠
法令等

19

行政評価
事業体系

安全安心都市[Ⅵ]
防災・防犯のまちづくり[11]政策

施策

開始年度

15

12,106

12,106
15

12,937 11,575

11,905
10,304
1,271

11,575
15

25,940

10,850
10,365
5,843

25,940
335

15,449

10,913
10,234
3,660

15,449
50

10,838

10,838
10,838

10,838

24年度23年度

1,555

22年度 23年度 24年度19年度 20年度 21年度18年度
ステーション運営４箇所

事項名
4ヵ所 4ヵ所 4ヵ所 4ヵ所

（単位：千円）

実
績
の
推
移

4ヵ所

予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

当区では、「安全・安心な街・あらかわ」を目指して、様々な防犯施策を推進している。犯罪認知件数は２３
区内でも、常に少ない方から上位に位置し、犯罪発生状況についても、その多くは自転車盗、車上ねらいなど
の身近な犯罪であることから、その犯罪防止のためには区が中心となり、区民と協同して防犯活動に積極的に
取組む必要がある。
その中で、区民が気軽に立ち寄ることの出来る防犯拠点であるステーションを整備することは、区民に区の防
犯に対する考え方や対策を浸透させることが出来る。
また、警視庁職員ＯＢが勤務することから、警察官としての経験則を区民へダイレクトに伝達することが出来
るので、区全体の防犯力向上が図れるものである。

区民全般

・警視庁職員ＯＢ（警視庁地域安全サポーター）による地域安全活動
・区と警視庁の本格的な協力型地域安全事業であり、他区に先駆けたモデルケースとしての性質を持つ。
・地域住民への防犯指導、地理指導の拠点
・区独自の日常防犯・防災パトロールの実施拠点
・安全・安心パトロールカーの活動中の立ち寄り拠点
・区独自の防犯講習会、研修などの実施拠点
・町会、自治会などの各種防犯活動場所としての貸出
・町会、自治会などの防災資器材の保管

・18年6月～警視庁が都内１２１箇所の交番の統廃合を発表、区内では５箇所の交番が廃止対象。
・18年10月～区が廃止交番のうち、利用可能な３か所の土地を都から賃借、建物は無償譲渡を受けて運営し、
民間交番として再利用する計画を確認。警視庁は、非常勤務職員を当該施設を拠点に地域安全活動に従事させ
ることを決定。
・19年6月1日～荒川区安全・安心ステーション（町屋、荒木田、峡田）を開所。東京都と諸契約。
・19年10月～第２日暮里小学校敷地内に区独自の日暮里安全・安心ステーションを開所。
・23年2月　24時間開放型ステーション（3か所）をライトアップ。

目的

対象者
等

内容

1直営

4ヵ所

経過

終期設定

9,732

03-07-09



事務事業分析シート（平成24年度）
No2

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（
指
標
分
析
）

（ 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（
要
旨
）

指標に関する説明
指標の推移

目標値
(25年度)

重点的に推進

分類についての説明・意見等
25年度設定

21年度 22年度 23年度 24年度
(見込み)

重点的に推進

24年度設定

情報連絡会の開催数

地域に於ける防犯活動の拠点であることから、優先度が高い。

問題点・課題の改善策

1 21

3 4ヶ月毎に開催

6ヶ月毎に開催

1 年1回全体会開催

事務連絡会の開催数

2 0 0 2

1 0

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名

各ステーション幹事会の開催数 2

0 1

3 0 0 3

報酬共済
修繕

使用賃借
使用賃借

非常勤職員報酬

消耗品費

賃借料
備品購入費

8,760
584

0

110
189
318

73
電話料 336
家屋等修繕費 566

平成22年度（決算）
主な事項

事務事業の分類

584

光熱水費 485
消耗品費

光熱水費

平成24年度（予算）
主な事項 金額（千円）金額（千円）主な事項

584

404

非常勤報酬・共済費 8,781
家屋等修繕費 195
電話料 192

364
121

賃借料

節・細節

家屋等修繕費
非常勤報酬・共済費

需用費
需用費
役務費

光熱水費
消耗品費
電話料

予
算
・
決
算
の
内
訳

金額（千円）

平成23年度（決算）

8,780
賃借料

生活安全課職員とステーション勤務員との情報交換を兼
ねた事務連絡会を随時、開催する

連絡会等を通じて、地域防犯活動の拠点であることの
共通認識を高め、地域防犯力の向上を目指す

平成25年度以降に取り組む具体的な改善内容平成24年度に取り組む具体的な改善内容

他
区
の
実

施
状
況 他区実施は大田区だが、事実上の運営者は町会であり、賃借料や運営費も町会が負担している。

未実施実施

・町屋・荒木田・峡田ステーションについては、警視庁職員が事実上勤務することになるが、区と警視庁では権
限上の差異があることを理解し、交番とは権限上相違点が多数あり、「交番の代わり」ではないことを周知徹底
させる必要がある。
・日暮里ステーションは、勤務員が元警察官ではあるが何ら権限は無く、区の非常勤職員であることを認識し、
区民の為に経験を生かした防犯活動を行う。

03-07-09



事務事業分析シート（平成24年度）
No1

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
○ ●
○ 有 ● 無
○ 法令基準内 ○ 都基準内 ○ 区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤 ○ 非常勤 ○ 臨時職員 ）

20

4,822

1,730 4,822
33

1,708

4,21448
2,027
2,795

22

22年度21年度20年度

計画区分

田中部課名 課長名生活安全課
内線

児童安全対策協議会（０４－０１－２６－０１）

　全国各地で児童等が巻き込まれる痛ましい事件を未然に防止するためには、地域全体で子どもを見守っ
ていく環境を作る必要がある。

①決算額（24年度は見込み）
予算額

285

132

【事務分担量】（％） 2
合計（①＋②＋③）

②人件費等
③減価償却費

実施
方法

18年度
（単位：千円）

予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

114
171

19年度

４９４三村担当者名
児童安全対策

新規事業
年度平成

児童安全対策協議会設置要綱
根拠
法令等

17
年度

24度 23年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（24年度）

事務事業の種類
昭和

一般財源
その他（特定財源）
都（特定財源）
国（特定財源）

必要性

285

1直営

犯罪のないまちづくりの推進[11-04]

行政評価
事業体系

安全安心都市[Ⅵ]
防災・防犯のまちづくり[11]政策

1,730 3,104

2,081
661

2,443

3,104
30

2,390

931
646

1,308

2,390
15

436

3,289

872
394

2,117

3,289
25

354

354
354

354

24年度23年度

778

24年度19年度 20年度 21年度 22年度 23年度事項名

15協議会参加団体数
0
0

18年度
協議会開催回数 1 0

0
1

14

実
績
の
推
移

0
015

1

　区、区内関係機関、区民等から組織する児童安全対策協議会において、各機関が密接な連携の下に、区
内の児童等の安全確保に係る対策を検討・実施することを目的とする。

　官公署等、地域団体、学校等その他の関係機関

(1)　所掌事務
　　・　児童等の安全確保のために必要な対策についての意見交換に関すること。
　　・　上記の意見交換に係る区、関係機関、区民の協力連携に関すること。
　　・　その他児童等の安全確保に関し必要と認めること。
(2)　組織
　　　官公署等、地域団体、学校等その他の関係機関及び区の代表者で組織
　　（官公署等）荒川警察署長、南千住警察署長、尾久警察署長、荒川消防署長、尾久消防署長、
　　　　　　　　荒川郵便事業株式会社荒川支店長
　　（地域団体）町会連合会代表世話人、青少年対策地区委員会連絡協議会会長、民生委員・児
　　　　　　　　童委員協議会荒川地区会長、高年者クラブ連合会理事長、商店街連合会会長
　　（学 校 等）小学校長会会長、ＰＴＡ連合会小学校部会会長、西日暮里ふれあい館館長
　　（そ の 他）シルバー人材センター会長、社会福祉協議会事務局長
　　（　 区　 ）区長、副区長、教育長、関係部長

平成18年 1月　荒川区児童安全対策協議会の設置
　　　　 3月　荒川区児童見守り条例の制定
平成19年11月  関係課長会による検討
　　　　　　　児童安全対策プロジェクトチームの設置
　　　　　　  荒川区児童安全対策作業部会の設置
平成20年 9月　児童見守り啓発用のぼり旗の設置、見守り活動用腕章の作成・配布
        10月　荒川警察と協働でスーパー防犯パトロールを実施
平成21年10月　荒川警察と協働でスーパー防犯パトロールを実施
※児童安全対策協議会は、平成21年3月までに全５回開催

目的

対象者
等

内容

経過

終期設定

事務事業名

実施基準
分野

施策

開始年度

03-07-10



事務事業分析シート（平成24年度）
No2

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（
指
標
分
析
）

（ 区 区）

問題点・課題の改善策

①

②

③

議
会
質
問
状

況
（
要
旨
）

継続

分類についての説明・意見等
25年度設定

21年度 22年度 23年度 24年度
(見込み)

37

継続

24年度設定

荒川区を「安全・安心なまち」「子育てしやすいまち」とするため、引き
続き子どもの安全対策について実効性のある体制を構築していく。

　児童安全に関するさらなる啓発活動を行う。

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名

子どもの安全対策事業数 －37 37 － 区が行っている事業数

指標に関する説明
指標の推移

目標値
(25年度)

0

節・細節

食糧費 会議賄い
消耗品費
使用料

役務費
委託料

報償費

安全対策啓発用品等646
0

安全対策啓発用品等
会議賄い

会場使用料

10

8

平成24年度（予算）
主な事項 金額（千円）

平成22年度（決算）
主な事項

事務事業の分類

0

金額（千円）主な事項
会議賄い
安全対策啓発用品等 394
会場使用料 0

予
算
・
決
算
の
内
訳

金額（千円）

平成23年度（決算）

　啓発活動を通じ、区全体としての機運を高め、自主
的な活動を促進する。

336

①　見守り条例制定後、全庁的に児童安全対策に取り組んでいるが、区、関係機関、地域団体等
　相互が、情報や問題意識の共有化等を行うなど、さらなる連携強化が求められている。

②　地域団体等の活動を活発に行うことで、広く区民に協力を呼びかけ、犯罪や事故に対する抑止効果を
　生み出せるよう、普及啓発を図る必要がある。

　引続き、関係機関・地域団体等との情報交換に努め
る。

　地域の犯罪発生等の状況把握、活動実績の報告等を
行い、連携を強化する。

平成25年度以降に取り組む具体的な改善内容平成24年度に取り組む具体的な改善内容

会場使用料

他
区
の
実

施
状
況 　子どもの安全対策事業については、各区において様々な取組みが実施されているが、条例制定は２３区初

未実施実施

03-07-10



事務事業分析シート（平成2４年度）  

No1

○ （ ○ ○ ） ○建設事業 ●それ以外の継続事業
● ○
○ 有 ● 無
○ 法令基準内 ○ 都基準内 ○ 区独自基準 ○計画 ●非計画

灯

灯

灯

灯

灯

灯

（ ） （ 直営の場合 ○常勤 ○非常勤 ○ 臨時職員 ）

内容

（増額変更済）

（増額変更済）

（増額変更済）

\2,580,270

\2,200,065

\2,893,590

\2,939,685

発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ(LED)灯 321

　　　　　　　　　６年度以前　　　７年度以降　　　１６年度以降
街路灯修繕　           故障の都度　　　故障の都度　　　故障の都度
清掃頻度　　　　          ２年ごと　　　　　　３年ごと　　　　　５年ごと

総計＝ 8,650

セラメタ灯 322

蛍光灯

＜街路灯灯数（平成24年3月31日現在）＞

水銀灯 7,227

ナトリウム灯 13

767

1,365

終期設定

事務事業名

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（24年度）

開始年度
事務事業の種類

3委託

－

－

－

区道の夜間における通行車両等の安全確保と犯罪防止の抑止を図るため、街路灯の維持管理を行う。

地域住民･歩行者･車両等

街路灯を常に良好な状態に保つため、修繕・清掃等の維持管理をする。

目的

対象者
等

（単位：千円）

実
績
の
推
移

8,650

401

1,031

8,621

134

1,272

8,614 8,618

予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

87,310
13,237

清掃した街路灯数

18年度

電気料金支払総灯数 8,318

事項名

一般財源
その他（特定財源）

清掃及びランプ交換した街路灯数

850

705 484

985 19

983

8,372

1,136

264

22年度 23年度 24年度19年度 20年度 21年度

24年度23年度

2,084

92,445

92,445
92,445

92,445

106,570

100,916
99,339
5,147

106,570
67

94,595

104,380
89,250
3,980

94,595
47

101,860

106,062
90,051
11,809

101,860
147

115,686
145

102,602 115,686

実施基準
分野

行政評価
事業体系

安全安心都市[Ⅵ]
防災・防犯のまちづくり[11]政策

施策

年度平成昭和
新規事業 24年度 23年度

38 根拠
法令等

課長名防災都市づくり部道路課
内線

街路灯維持費（01-01-01）

年度
荒川区街路照明設置基準
荒川区装飾街路灯設置基準

2736緑川担当者名
街路灯維持費

犯罪のないまちづくりの推進[11-04]

合計（①＋②＋③）

②人件費等
③減価償却費

計画区分

102,602

20年度19年度

13,054 12,282

160

100,547

都（特定財源）

区民の生活基盤である区道を一定以上の明るさに確保するために必要である。必要性

実施
方法

18年度

国（特定財源）

大木部課名

89,548
104,18892,726
103,404

22年度21年度

志幸技研工業㈱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (修繕数量増のため)

経過

①決算額（24年度は見込み）
予算額

100,547

89,218

【事務分担量】（％） 155

修繕契約（街路灯修繕・南部地区）

街路灯清掃委託 ㈲倉林電気商会 \8,339,520

㈱　盛　電　舎

東京電気土木㈱修繕契約（街路灯修繕・北部地区） \2,329,530

（増額変更済）

（増額変更済）

能田電気工業㈱修繕契約（街路灯修繕・東部地区）

修繕契約（街路灯修繕・西部地区）

修繕契約（街路灯修繕・中部地区） ㈲倉林電気商会

平成１５年度は危機管理対策のため、補正予算
を組んで窃盗件数の多い地域に対し、灯具の清
掃とランプの取替を実施した。平成１６年度からは、
灯具の清掃とランプの交換を行った。
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事務事業分析シート（平成2４年度）  

No2

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（
指
標
分
析
）

（ 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状
況

（
要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

未実施実施

防犯に対する住民の危機意識が高まりに伴い、街路灯の故障に関する修繕要望が1,263件(平成22年度)寄せられた。故
障の要因として多く挙げられるのは、古い年代(昭和時代)に設置した街路灯(4,129灯)が多いことからの経年劣化によ
るものが多い。そのため、街路灯改修工事を計画的に実施して街路灯本体の更新を図っていく。改修にあたっては、
発光ダイオード（ＬＥＤ）灯の設置により電気使用量を抑制していく必要がある。

日常点検等により、経年劣化等で故障している街路灯の状況
把握に努める。

街路灯の状況把握に努めると共に、老朽化した街路灯の
改修工事を行っていく事により、電気料金や修繕費等の
維持費を低減させていく。

平成25年度以降に取り組む具体的な改善内容平成24年度に取り組む具体的な改善内容

―

1,031 ―

8

平成24年度（予算）
主な事項 金額（千円）予

算
・
決
算
の
内
訳

金額（千円）

平成23年度（決算）
節・細節

消耗品費
公有地賃借料

光熱水費
委託料
一般需要費

公衆街路灯電気料金
清掃及びランプ交換
家屋等修繕費

70,425

公有地賃借料 3
消耗品費 498
家屋等修繕費 13,460

74,467
10,911

金額（千円）主な事項
平成22年度（決算）
主な事項

事務事業の分類

公衆街路灯電気料金 69,338
清掃及びランプ交換

公衆街路灯電気料金
12,443

家屋等修繕費 10,350
消耗品費 306
公有地賃借料

清掃及びランプ交換

3

5,775
12,732

315
使用料及び賃借料

一般需要費

22年度

―1,432

 

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名

清掃及びランプ交換の実績灯数

修繕件数

1,002 1,406

21年度

1,351 1,263

地域の交通安全や防犯のために必要である。

問題点・課題の改善策検討

22

推進

分類についての説明・意見等
25年度設定

推進

24年度設定

23年度 24年度
(見込み)

7,363灯／5年

― 区民からの陳情等

指標に関する説明
指標の推移

目標値
(25年度)
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事務事業分析シート（平成2４年度）  

No1

○ （ ○ ○ ） ○建設事業 ●それ以外の継続事業
● ○
○ 有 ● 無
○ 法令基準内 ○ 都基準内 ● 区独自基準 ○計画 ●非計画

（ ） （ 直営の場合 ○常勤 ○非常勤 ○ 臨時職員 ）

実施
方法

\2,931,600

(有)倉林電気商会

小林電設(株)

高文建装(有) \1,470,000

3委託

7,686

48,83432,576
47,654
6,353

部課名

32,141

22年度21年度20年度19年度

担当者名
街路灯新設改修費

課長名

24年度 23年度

計画区分

防災都市づくり部道路課
内線 2736緑川

大木

予算額

36,530

29,778

【事務分担量】（％） 85
合計（①＋②＋③）

②人件費等
③減価償却費

平成

都（特定財源）

区民の生活基盤である区道を一定以上の明るさに確保する必要がある。必要性

18年度

犯罪のないまちづくりの推進[11-04]

分野

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（24年度）

街路灯新設改修費（01-02-01）

事務事業の種類 新規事業
昭和

年度
道路法
荒川区街路照明設置基準

根拠
法令等

年度

予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

29,271
7,259

（単位：千円）

行政評価
事業体系

安全安心都市[Ⅵ]
防災・防犯のまちづくり[11]

実施基準

国（特定財源）

90

36,530一般財源
その他（特定財源）

54,007
75

39,827

昭和４５年度～昭和５４年度　街路灯新設１０ヵ年計画　　水銀灯４,５３１基設置

昭和４５年度～昭和５４年度　街路灯新設１０ヵ年計画　　水銀灯４,５３１基設置

昭和５５年度～平成５６年度　街路灯新設改修計画　　　　年間３００基　改修(一部新設）

昭和５７年度～昭和６１年度　街路灯新設改修計画(改定） 年間２００基　改修(一部新設）

昭和６２年度～平成１９年度　　　　　　　　　　　　　　年間１００～２００基改修(一部新設）

①決算額（24度は見込み）

39,827 54,007 44,300

38,264
35,586
8,714

44,300
75

23,966

20,324
12,806
8,371

23,966
96

2,789

14,771

7,830
7,707
5,042

14,771
65

10,108

10,108
10,108

10,108

24年度23年度

2,022

22年度 23年度 24年度19年度 20年度 21年度18年度
工事発注件数 8

事項名
6

187
5

144122 191

実
績
の
推
移

4
28改修(新設含む)灯基数

7
45

8

　夜間の通行の安全確保と犯罪防止のため、街路灯を設置する。また、歩道設置路線等については、景観形成向上
のため、装飾街路灯を設置する。

荒川区が管理する区道を利用する地域住民・歩行者・車両等

・夜間の照度が不足している場所に街路灯を増設する。
・老朽化した大型（２００Ｗ超）の街路灯を取り替える。
・駅周辺等の歩道設置路線に、装飾街路灯を設置する。

目的

対象者
等

内容

街路灯塗装工事

－
－

                                                      ・平成２２年度　　　　  →ポール腐食調査

終期設定
開始年度

事務事業名

政策
施策

38

平成２０年度～　　　　　　　セラミックメタルハライドランプを採用

                                                      ・平成５年度　　　　    →ポール腐食調査

                                                      ・平成１６年度　　　　  →ポール腐食調査

                                                      ・平成６年度～８年度    →ポール重点改修

塗装工事　　　　　　　　　　平成７年度以降　　　　　　　不定期　　　　　　　

4基

9基

\1,226,190

\1,257,900街路灯新設改修工事(１）

街路灯新設改修工事(２）

\820,680

志幸技研工業(株)街路灯新設改修工事(４）

街路灯新設改修工事(５） 能田電気工業(株)

16基

10基

5基
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事務事業分析シート（平成2４年度）  

No2

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（
指
標
分
析
）

（ 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状
況

（
要
旨
）

指標に関する説明
指標の推移

目標値
(25年度)

重点的に推進

分類についての説明・意見等
25年度設定

21年度 22年度 23年度 24年度
(見込み)

重点的に推進

24年度設定

街路灯の取替え件数

節電対策や地球環境配慮、防犯のための暗がり箇所改善のため、優先度は高
い。

問題点・課題の改善策検討

街路灯を設置する場合は、事前に近隣の方々に防犯上の観点
などを踏まえ理解を求めていく。

―
都等から移管された街路灯(外装
が塗装のもの)を塗装

暗がり対策等と共に実施

― 老朽化した街路灯の取替え

塗装実施の街路灯数

36 1 3 ―

155 44

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名

街路灯の新設件数 ―

25 ―

0 25 16 ―

街路灯塗装1,711

4,179

0

1,727

　　　　　　　　― 0
大型街路灯共架負担金 50

平成22年度（決算）
主な事項

事務事業の分類

街路灯新設改修 8,331

街路灯塗装

街路灯新設改修

平成24年度（予算）
主な事項 金額（千円）金額（千円）主な事項

6,916

大型街路灯共架負担金 0

　　　　　　　　―

6,237

1,470

工事請負費

工事請負費

工事請負費

街路灯新設改修

街路灯塗装
自然公園荒川二丁目口街路灯改修

負担金補助及び交付金

予
算
・
決
算
の
内
訳

金額（千円）

平成23年度（決算）

近隣の方々にご意見を伺い、理解を求めながら暗がり箇
所の改善を図っていく。

道路改修工事と連携し、老朽化した街路灯の改修を行う。
同様に道路改修工事と連携し、老朽化した街路灯の改修
工事を進め、無駄な工事を極力無くしていく。

①東日本大震災の影響による東京電力㈱の電力供給不足のため、従来の水銀灯から発光ダイオード（ＬＥＤ）灯など
の節電に配慮したものに付け替えていく必要がある。
②暗がり対策による街路灯の増設が、電力使用量や地球温暖化ガスの発生量を増加させるため、発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）灯やセラミックメタルハライド灯などに付け替えていくことが必要である。

老朽化した街路灯は、現場に適応した環境配慮型の街路灯に
計画的に取り替える工事を実施していく。

維持費の低減が図られるよう老朽化した街路灯の取替工
事を継続的に実施していく。

平成25年度以降に取り組む具体的な改善内容平成24年度に取り組む具体的な改善内容

節・細節

大型街路灯共架負担金

他
区
の
実

施
状
況

未実施実施
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事務事業分析シート（平成2４年度）  

No1

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
● ○
○ 有● 無
● 法令基準内 ○ 都基準内 ● 区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤 ○ 非常勤 ○ 臨時職員 ）

3,440

経過

終期設定

目的

対象者
等

内容

1直営

区道の街路灯を補完している私道照明灯について、管理している町会及び自治会に対し、その経費の一部を補助す
るものである。

町会・都営住宅自治会

＜平成23年度補助金支出金額の実績＞

【町会】　・一次：1基当たり3,200円　104町  会　　3,220基　　10,304,000円
　　　　　・二次：1基当たり800円　　  7町  会　　　  8基　　　　 6,400円

【自治会】・1基当たり1,600円　　　　 11自治会　　　189基　　　 302,400円

昭和62年度～：管理経費の一部補助を開始

478

（単位：千円）

実
績
の
推
移

3,417

予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

10,474

3,376 3,3813,371 3,371

18年度

補助金対象基数(基) 3,374

事項名 22年度 23年度 24年度19年度 20年度 21年度

24年度23年度

467

10,640

10,640
10,640

10,640

12,350

10,640
10,613
1,270

12,350
15

12,888

10,573
10,563
1,744

12,888
20

581

11,720

10,541
10,498
1,222

11,720
1517

11,410

11,410
11

11,914

私道内等の照明灯及び街路灯維持管理事業補助金
交付要綱

根拠
法令等

62

行政評価
事業体系

安全安心都市[Ⅵ]
防災・防犯のまちづくり[11]政策

施策

開始年度 年度平成昭和
年度

一般財源
その他（特定財源）

事務事業名

犯罪のないまちづくりの推進[11-04]

実施基準
分野

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（24年度）

私道照明灯助成（01-03-01）

事務事業の種類

課長名

10,952

都（特定財源）

夜間等通行時において、区民が安心・安全を実感できる街づくりを補完する補助金であり、今後も継続していく必
要がある。

必要性

実施
方法

18年度

国（特定財源）
11,914

①決算額（24年度は見込み）
予算額

10,952

10,541

【事務分担量】（％） 20
合計（①＋②＋③）

②人件費等
③減価償却費

防災都市づくり部道路課
内線 2731武藤 

区による書類審査の結果、補助対象となった団体（町会・都営住宅自治会）に対し、当該団体が指定した金融機関
の口座に補助金を振込む。

担当者名
私道照明灯助成

新規事業 24年度 23年度

計画区分

大木部課名

10,462
1,452

10,54110,541
10,478

932

22年度21年度20年度19年度
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事務事業分析シート（平成2４年度）  

No2

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（
指
標
分
析
）

（ 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状
況

（
要
旨
）

・私道照明灯の基数が増加傾向にある一方、区民が夜間に通行する際の安全・安心に大きく寄与している私道照明灯
については存続していく必要があることから、本助成を継続していく必要がある。
・今後電力不足となった場合に備え、電力消費量を更に抑制していく必要がある。

未実施実施

節・細節

今後、増加が見込まれる基数を把握のうえ、適宜予算へ
反映させる。

今後、増加が見込まれる基数を把握のうえ、適宜予算へ
反映させる。

平成25年度以降に取り組む具体的な改善内容平成24年度に取り組む具体的な改善内容

他
区
の
実

施
状
況

予
算
・
決
算
の
内
訳

金額（千円）

負担金及
び交付金

私道照明灯及び自治会街
路灯補助金

10,563 10,613

金額（千円）主な事項

平成23年度（決算） 平成24年度（予算）

主な事項 金額（千円）

平成22年度（決算）

主な事項

事務事業の分類

私道照明灯及び自治
会街路灯補助金

10,640
私道照明灯及び自治
会街路灯補助金

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名

補助金対象基数(基) ―3,371 3,381 3,417 3,440

継続

24年度設定

夜間通行時における区民の安全を確保するため、継続して実施していく。

問題点・課題の改善策検討

22

指標に関する説明
指標の推移

目標値
(25年度)

継続

分類についての説明・意見等
25年度設定

21年度 22年度 23年度 24年度
(見込み)
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事務事業分析シート（平成2４年度）  

No1

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
● ○
○ 有● 無
● 法令基準内 ○ 都基準内 ● 区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤 ○ 非常勤 ○ 臨時職員 ）

22年度21年度20年度19年度

5,268
1,879

13,8805,336
11,004
1,779

区による書類審査の結果、補助対象となった団体（商店会）に対し、当該団体が指定した金融機関の口座に補助金を
振込む。

担当者名
商店街照明灯助成

新規事業 24年度 23年度

計画区分

大木部課名 防災都市づくり部道路課
内線 2731武藤 

①決算額（24年度は見込み）
予算額

6,229

5,336

【事務分担量】（％） 20
合計（①＋②＋③）

②人件費等
③減価償却費

都（特定財源）

商店街振興のためにも夜間通行時における区民の安全を確保することが必要である。必要性

実施
方法

18年度

国（特定財源）
7,147

6,229一般財源
その他（特定財源）

事務事業名

犯罪のないまちづくりの推進[11-04]

実施基準
分野

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（24年度）

商店街照明灯助成（01-03-02）

事務事業の種類

課長名

年度平成昭和
年度

私道内等の照明灯及び街路灯維持管理事業補助金交
付要綱

根拠
法令等

62

行政評価
事業体系

安全安心都市[Ⅵ]
防災・防犯のまちづくり[11]政策

施策

開始年度

22

12,783

12,783
21

7,147 15,100

13,880
13,878
1,222

15,100
15

15,070

13,880
12,745
1,744

15,070
20

14,205

12,985
12,468
1,270

14,205
15

13,880

13,880
13,880

13,880

24年度23年度

467

22年度 23年度 24年度19年度 20年度 21年度18年度

補助金対象基数(基) 1,277

事項名

1,298 1,298 1,298 1,298

（単位：千円）

実
績
の
推
移

1,298

予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

5,135
1,094

区道の街路灯を補完している商店街照明灯について、管理している商店会に対し、その経費の一部を補助するもので
ある。

商店街

＜平成23年度補助金支出金額の実績＞
　・41商店街　：11,927,200円（平成23年1月から12月までの電気料金の75％を補助）
　・ 6商店街　：   519,700円（節電対策費用の100％を補助）
　・ 1商店街　：    21,000円（節電復旧費用の100％を補助）

＜補助率等の見直し＞
　・平成20年度から補助率を商店街照明灯の年間電気料金の25％から75％へ大幅に増額
　・平成23年度から節電に要する経費(100％)を補助

・昭和62年度　：管理経費の一部補助を開始
・平成20年度～：要綱改正により補助率を年間電気料金の25％から75％へ増額
・平成23年度～：要綱改正により節電対策に要する経費(100％)を補助

目的

対象者
等

内容

1直営

1,298

経過

終期設定

581
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事務事業分析シート（平成2４年度）  

No2

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（
指
標
分
析
）

（ 区 区 ）

①

②

③

議
会
質
問
状
況

（
要
旨
）

指標に関する説明
指標の推移

目標値
(25年度)

継続

分類についての説明・意見等
25年度設定

21年度 22年度 23年度 24年度
(見込み)

継続

24年度設定

夜間通行時における区民の安全を確保するため、継続して実施していく。

問題点・課題の改善策検討

22

電力消費量を抑える方策の検討を呼びかける。

1,298 1,298 1,298 1,298

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名

補助金対象基数(基) ―

H20年一定：解散見込み商店街所有の照明灯への対応について

平成22年度（決算）
主な事項

事務事業の分類

商店街照明灯補助金 13,880商店街照明灯補助金

平成24年度（予算）
主な事項 金額（千円）金額（千円）主な事項

12,745 12,468

節・細節

負担金及
び交付金

商店街照明灯補助金

予
算
・
決
算
の
内
訳

金額（千円）

平成23年度（決算）

電力消費量を抑える方策の検討を呼びかける。

商店会所有の照明灯の贈与可能要件を検討する。 商店会所有の照明灯の贈与可能要件を取りまとめる。

平成25年度以降に取り組む具体的な改善内容平成24年度に取り組む具体的な改善内容

他
区
の
実
施

状
況

未実施実施

・商店会が解散等を契機に区へ照明灯の贈与を申し出ることが想定されることから、その可否について取扱要領を決定
しておく必要がある。
・今後、電力不足となる場合に備え、一部消灯への協力を得る等、電力消費量を更に抑制していく必要がある。
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事務事業分析シート（平成2４年度）
No1

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
● ○
○ 有 ● 無
○ 法令基準内 ○ 都基準内 ● 区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤 ○ 非常勤 ○ 臨時職員 ）

668

経過

終期設定

3委託

－

私道における夜間の通行の安全と犯罪の防止を図る。

私道照明灯を維持管理する町会等の住民組織 １０３団体

・道路幅員１.２ｍ以上・延長２０ｍ以上で、かつ常時一般の交通の用に供されている私道に照明灯を設置、若し
くは建て替える場合に、区でその工事を受託し施工する。
・受託した工事に要する費用は、全額区が助成する。
・設置する照明灯は、全て蛍光灯２０Ｗ１灯形である。
・竣工後は、住民団体に維持管理を含めて引き渡す。

昭和５５年度　：私道照明灯工事の受託及び助成に関する要綱の制定
平成１５年度　：危機管理対策関連事業との連携を図る
平成１８年度～：私道照明灯設置工事を年間単価契約で行う

目的

対象者
等

内容

（単位：千円）

実
績
の
推
移

30

予
算
・
決
算
額
等
の
推
移

3,010
2,135

5449 3142
18年度

私道照明灯の受託数(件) 34
事項名 22年度 23年度 24年度19年度 20年度 21年度

24年度23年度

653

5,031

5,031
5,031

5,031

7,041

5,064
4,759
1,629

7,041
21

11,611

9,005
8,937
2,006

11,611
23

5,552

8,477
3,679
1,873

5,552
2325

14,811

14,811
115

6,102

私道照明灯工事の受託及び助成に関する要綱
根拠
法令等

55

行政評価
事業体系

安全安心都市[Ⅵ]
防災・防犯のまちづくり[11]政策

施策

開始年度 年度平成昭和
年度

一般財源
その他（特定財源）

事務事業名

犯罪のないまちづくりの推進[11-04]

実施基準
分野

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（24年度）

私道照明灯新設（01-04-01）

事務事業の種類

課長名

5,145

都（特定財源）

区民の生活基盤である私道を一定以上の明るさに確保するために必要である。必要性

実施
方法

18年度

国（特定財源）
6,102

①決算額（24年度は見込み）
予算額

5,145

3,011

【事務分担量】（％） 25
合計（①＋②＋③）

②人件費等
③減価償却費

防災都市づく部道路課
内線 2736緑川

私道照明灯設置工事　　東京電気土木(株)　　　4,685,625円　　　30基

担当者名
私道照明灯新設

新規事業 24年度 23年度

計画区分

大木部課名

3,967
2,135

5,5225,415
5,070
9,741

22年度21年度20年度19年度

09-06-17



事務事業分析シート（平成2４年度）
No2

①

②

③

問
題
点
・
課
題

（
指
標
分
析
）

（ 区 区）

①

②

③

議
会
質
問
状
況

（
要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

未実施実施

・町会が管理する私道照明灯の設置については、防犯上の観点から新設、改修要望に応えていく必要がある。
・発光ダイオード(ＬＥＤ)灯の技術革新に伴い、私道照明灯も蛍光灯からＬＥＤ灯に変えていくことを検討する必要
がある。

私道照明灯設置の要望に努めて応じていく。
老朽化した私道照明灯も増加しているため、住民の安
心・安全のためできる限り要望に応じていく。

平成25年度以降に取り組む具体的な改善内容平成24年度に取り組む具体的な改善内容

引き続き検討を行っていき、コスト等の面から有効と思
われるものについては採用していく。

予
算
・
決
算
の
内
訳

金額（千円）

平成23年度（決算）
節・細節

工事請負費 私道照明灯設置工事 8,937 4,759

金額（千円）主な事項
平成24年度（予算）
主な事項 金額（千円）

平成22年度（決算）
主な事項

事務事業の分類

私道照明灯設置工事 5,031私道照明灯設置工事

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名

私道照明灯の受託数(件) ― 老朽化に伴う改修要望が年々増加31 54 30 ―

推進

24年度設定

防犯効果があるため、重要である。

問題点・課題の改善策検討

蛍光灯とＬＥＤ灯の設置及び維持管理に伴う費用の比較・研
究を行う。その結果により、ＬＥＤ灯の試験設置について検
討を開始する。

指標に関する説明
指標の推移

目標値
(25年度)

推進

分類についての説明・意見等
25年度設定

21年度 22年度 23年度 24年度
(見込み)

09-06-17
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